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「令和の日本型学校教育」を担う質の高い教師の確保のための環境整備に関する総合的な方

策について（審議のまとめ）に関する令和６年５月 13 日の貴放送協会の報道について 

 

去る 5 月 13 日（月）の貴放送協会の報道においては、冒頭「定額働かせ放題、どれだけ残

業しても一定の上乗せ分しか支払われない教員の給与の枠組みはこのように呼ばれていま

す。」としたうえで、 「定額働かせ放題ともいわれる枠組み自体は残ることになります。」と報

じられました。 

今回のこの貴放送協会の報道は、公立の義務教育学校等の教育職員の給与等に関する特別

措置法（給特法）について、教師の職務等の特殊性に基づき給与等の勤務条件の特例を定め

ていることなど、なぜこのような制度になっているのか、現行の仕組みや経緯、背景につい

て触れることなく、一部の方々が用いる 「“定額働かせ放題”の枠組み」と一面的に、教育界

で定着しているかのように国民に誤解を与えるような表現で報じるものでした。 

また、様々な議論を経て中央教育審議会の「審議のまとめ」が取りまとめられたにもかか

わらず、今回、なぜ教職調整額の仕組みを維持するとしたかという中央教育審議会における

議論の内容に触れることのない一面的なものでもありました。 

このような今回の貴放送協会の報道は大変遺憾です。報道に当たっては、国民の皆様の正

確な理解につながるよう、丁寧な取材に基づき、多面的に、公平かつ公正に取り扱う報道を

するように求めます。 


